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①

第５次
まちづくりの基本理念

　この計画は、自治基本条例における自治の基本原則とまちづくりの基本原則を踏まえ、
「共生・協働」「安全・安心」をまちづくりの基本理念とします。

■共生・協働のまちづくり ■安全・安心のまちづくり

　まちは、様々な要素の共生と人々の協働によ
りつくられます。
　共生とは、互いに支え合いながら暮らしてい
くことです。人と人、人と自然の共生とともに、
これまで積み上げてきた歴史と現在の生活、そ
してこれから築く未来との共生等、多様な共生
によるまちづくりを進めていきます。
　また、本市では、これまで「まちづくりの主
役は市民であり、その市民と行政等が協働して
まちづくりを推進する」という考え方に基づい
てまちづくりを進めてきました。今後も、市民
を主体とし、市議会、行政とともにまちづくり
を進めていきます。

　安全なまちで安心して暮らすことは、全ての
市民の願いであり、まちづくりの土台となるも
のです。
　近い将来に発生することが懸念される大規模
な地震や近年頻発する集中豪雨等の自然災害に
備えるとともに、日々の暮らしにおける様々な
犯罪の防止や交通安全等、市民の生活を取り巻
くあらゆる分野で迅速かつきめ細かに対応でき
るまちづくりを進めていきます。
　また、市民一人ひとりが安心感をもって暮ら
し続けていくために、自ら学び考え行動する機
会を提供するとともに、日々の暮らしを支え合
える人と人のつながりや地域のつながりを活か
しながらまちづくりを進めていきます。

第１節　生涯にわたり楽しく学べ
る環境づくり（生涯学習）

第２節　次代を担う人づくり
　　　　（幼児教育・学校教育）

第３節　心豊かな青少年を育む環
境づくり（青少年育成）

第４節　社会の要請に応えた教育
の環境づくり（社会教育）

第５節　人権を尊重する社会づく
り（人権教育）

第１節　環境にやさしい魅力ある
都市型農業づくり（農業）

第２節　魅力あふれる商業づくり
　　　　（商業・サービス業）

第３節　活力ある工業づくり
　　　　（工業）

第４節　水と花にふれあう観光づ
くり（観光）

第５節　いきいきと働ける就業環
境づくり（労働）

第６節　平和な社会づくり（平和）

第７節　個性あふれる豊かな市民
文化づくり（市民文化）

第８節　ふれあいと連帯感にみち
た地域社会づくり
（コミュニティ）

第９節　男女がともに育む社会づ
くり（男女共同参画社会）

第１節　市民との協働によるまち
づくり

　　　　（協働・自治の推進）

第２節　市民に開かれたまちづく
り（情報共有）

第５節　広域的な連携体制づくり
　　　　（広域行政）

第１節　自然と調和した都市空間
づくり（土地利用）

第２節　快適で住みやすい市街地
づくり（市街地形成）

第３節　快適で便利な道路・交通
網づくり（道路・交通）

第４節　水と緑ゆたかな都市景観
づくり（景観、公園・緑地）

第５節　安全な水を供給する体制
づくり（上水道）

第６節　治水と水循環によるまち
づくり（治水・下水道）

第７節　安全で良質な住環境づく
り（住宅・住環境）

第８節　環境にやさしいまちづく
り（環境保全）

第９節　清潔できれいなまちづく
り（環境衛生）

第１節　災害に強いまちづくり
（防災・減災）

第２節　危機に備えた体制づくり
　　　　（危機管理）

第３節　犯罪のない安全で安心な
まちづくり（防犯）

第４節　市民を守るまちづくり
　　　　（消防・救急）

第５節　交通事故のない安全で安
心なまちづくり

　　　　（交通安全）

第３節　健全で計画的・効率的な
行政の体制づくり

　　　　（行財政運営）

第４節　公共施設資産の管理体制
づくり
（アセットマネジメント）

第６節　安全・安心で豊かな消費
生活づくり（消費者保護）

第１節　ともに支え合う、心豊か
な健康づくり（健康・保健）

第２節　いのちを守る医療体制づ
くり（医療）

第３節　誰もが安心して生活でき
る社会づくり（医療保険・
国民年金）

第４節　スポーツ・レクリエーショ
ンに親しめる環境づくり
（スポーツ・レクリエー
ション）

第５節　互いに支え合い誰もが安
心して暮らせる社会づく
り（地域福祉・生活福祉）

第６節　安心して暮らせ活躍でき
る長寿社会づくり（高齢
者福祉・介護）

第７節　障がい者の安心を支える
社会づくり

　　　　（障がい者（児）福祉）

第８節　全ての子どもの幸せづく
り（児童福祉・ひとり親
家庭福祉）

※基本計画第６章「新公共経営」は、すべての施策に共通する土台の部分となるため、一番下に掲載されています。
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将 来 都 市 像

分 野 別 将 来 目 標
教育文化・コミュニティ 健康福祉・子育て 防災・防犯・消防・救急

産業経済・観光 都市基盤・環境

共生・協働

住みやすさナンバー１のまち 八潮

安全・安心

新公共経営

～学びとつながりを大切にするまち～

第１章 教育文化・コミュニティ
～快適でやすらぎと潤いのあるまち～

第５章 都市基盤・環境
～地域の特性を活かした
　　　にぎわいと活力のあるまち～

第４章 産業経済・観光
～誰もが安全で安心して暮らせるまち～

第３章 防災・防犯・消防・救急

～協働で経営する自主・自律のまち～

第６章 新公共経営

～誰もがいきいきと暮らせるまち～

第２章 健康福祉・子育て
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す
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バ
ー

１のま
ち
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総
合
計
画
の
策
定
経
緯

市
で
は
、
平
成
25
年
度
か
ら
総

合
計
画
の
策
定
を
進
め
て
き
ま
し

た
。
こ
れ
ま
で
、「
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会
自
治
会
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合
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者
会
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定
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民
会
議
」「
女
性
提
言
会
議
」

「
高
校
生
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催
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に
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査
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市
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ン
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た
。

　

ま
た
、「
振
興
計
画
審
議
会
」
に

よ
る
審
議
や
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
を
経
た
う
え
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史

と
文
化
が
あ
り
ま
す
。
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。
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た
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れ
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。
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一
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え
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「
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み
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さ
ナ
ン
バ
ー
１
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と
な
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て
い
ま
す
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○
基
本
構
想　

市
の
行
政
運
営
の

指
針
を
示
し
た
も
の
で
、「
ま
ち

づ
く
り
の
基
本
理
念
」「
将
来
都

市
像
」「
分
野
別
将
来
目
標
」
な

ど
か
ら
構
成
さ
れ
ま
す
。

○
基
本
計
画　

基
本
構
想
に
基
づ

き
、
施
策
の
あ
り
方
や
主
要
施
策

を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、「
教
育

文
化
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」「
健
康

福
祉
・
子
育
て
」「
防
災
・
防
犯

・
消
防
・
救
急
」
な
ど
の
６
つ
の

分
野
で
構
成
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
社
会
経
済
状
況
の
変
化

な
ど
へ
的
確
に
対
応
す
る
た
め
、

原
則
と
し
て
平
成
32
年
度
に
点
検

し
、
平
成
33
年
度
に
必
要
に
応
じ

て
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

○
実
施
計
画　

基
本
計
画
で
示
し

た
施
策
の
方
向
に
沿
っ
て
、
具
体

的
な
事
業
や
年
次
計
画
を
定
め
た

も
の
で
す
。

　

計
画
期
間
は
３
年
間
で
、
計
画

と
実
績
の
差
異
を
調
整
し
、
計
画

の
実
行
性
を
確
保
す
る
た
め
、
毎

年
度
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

　

平
成
28
年
度
か
ら
37
年
度
ま
で
の
10
年
間
を
計
画
期
間
と
す
る
「
第
５
次
八
潮

市
総
合
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
４
回
に
分
け
て
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

物
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潮

将
来
都
市
像

　

ま
ち
づ
く
り
の
基
本
理
念
に
基

づ
き
、
本
市
の
将
来
都
市
像
を
次

の
と
お
り
定
め
ま
す
。


